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1 9 7 1年、アメリカ、スタンフォード大学の地下室で、心理学者フィリップ・

ジンバルドー (PhilipZimbardo) によって、ある実験がおこなわれました。

ジンバルドー教授は、学生 21人を 2つのグループに分けました。そして、一方

を看守役に、一方を囚人役として、役割を与えて生活させました。すると、看守役

は、指示されていなかったにもかかわらず、囚人役に対して徐々に権力的に振る舞

うようになり、反抗する囚人役に対してトイレ掃除・独房監禁・断眠などの罰を与

えるようになり、さらには禁止されていた暴力を振るうまでに至りました。看守役

も、つい数日前までは、囚人役と同じ、普通の学生だったのにです。

この実験が示唆するように、何も介入しなければ、権力関係はエスカレートして

しまう危険があるのです。入図管理局における収容についても同じような危険があ

るのではないでしょうか。
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日本の入国管理局においても、収容者に対する人権侵害事件は後を絶ちません。

先日、大阪入国臨理月l~rおける一氏に対する暴行事件ア

国が責任を認める和解が成立しました。この事案には、本件と同じ入管職員が関与

していました。また、大阪入管以外でも、同種の事案が相次いでいます。現在、東

、ハ、入国止理局に収，合さ九日本入国管理センターに収容されていた~ 車亨― 邸

ていたプラジル人男性やコンゴ人女性なども、入管職員に暴力的に制圧されたと訴

えています。

本件でも、ここにいる一氏が入管職員から暴力的な制圧を受けま

した。そして、一氏は、保護室に収容され、後ろ手に手錠をさせられた状態で

放置されました。一晩中、 14時間以上にわたってです。しかも、一氏は、そ

の間、手錠を砲認するという名目で、朝まで 1時間ごとにたたき起こされ、睦眠を

取るごとすらままならない状態におかれました。

制圧行為と傷害結果との因果関係は、主要な争点ではありません。その後におこ

なわれた行為こそが主要な争点なのです。

国は、保護室における対応は戒具の使用要領に従ったものであり、問題はない、

と主張しています。確かに、戒具の使用要頒においては、「 1時間に 1回以上、手

首、腰部等の緊縛部位について異常の有無を確認する」こととされています。しか

し、この裁判で間われているのは、そのような法務省通達への当てはめの問題では

ありません。

日本国憲法においては基本的人権の保障がうたわれています。憲法 36条は公務

員による拷間を明確に娯止しています。憲法のほか、日本も批準している自山権規

約や拷間等禁止条約、そして国連決際である国連被拘禁者処遇最低甚準規則（マン
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こ—フ・ルール）などの法規箪笥も存在しています。この裁判では、一氏が受けた

扱いが、これらに照らして許される行為なのか、その点こそが間われているのです。

私が、海外に住んでいる人に日本の末決勾留や入管収容の実情を話すと、皆、驚

きます。彼らは言います。「私たちが生きているのは中且じゃない。本当に日本で

そんなことがおこなわれているのか。」と。

好ましくない者、問題のある者に対して、どのような対応をするかという点には、

人権感覚が如実に表れます。今回の一氏は、確かに模範的な行動をしていたわ

けではありません。入管からすれば、反抗的な被収容者であったでしょう。しかし、

だからといって、このような状態に被収容者をおくごとが、はたして許されてよい

のでしょうか。

この裁判の結果は、日本の裁判所が、どのような人権感覚を有しているかを示す

-とになります。そして、もし仮に一氏に対する行為を適法と判断するような

ことがあれば、このような行為は今後も繰り返され、さらにエスカレートしていき

かねません。この国がどのような国であることを望訂のか、それを考えていただき

たし＼。

この裁判では、このようなことを念頭に、審理していただきたいと思います。

以上
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